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※

◆タクシー運転者の賃金制度
タクシー運転者の賃金制度の取扱いについては、次のとおりとすることが必要です。

●保障給の定め

　歩合制度が採用されている場合は、労働時間に応じ、一定の賃金が得られるよう
保障給を定めなければなりません。また、保障給は、固定的給与とあわせて通常の
賃金の6割以上を保障し、かつ、最低賃金額を上回っていることが必要です。

●累進歩合制度の廃止

　累進歩合制度（トップ賞や奨励加給を含む。）は、長時間労働やスピード違反を極端に
誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止してください。

｛

運賃収入と賃金の関係を表すカーブに
不連続点がある。

運賃収入と賃金の関係を表すカーブに
不連続点がない。
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１.累進歩合給制 ２.一般の歩合給制
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